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⾃治体による睡眠健康づくり事業の⽬標と実際

1. 睡眠健康の⽬標と指標の理解

2. ロジックモデルとアクションプラン

3. ⽴案のための参考事例と運⽤



「健康⽇本21（第三次）」 
休養・睡眠分野に関する⽬標・指標

⽬標 指標 現状値（令和元年） ⽬標値（令和14年）

睡眠で休養が
とれている者の増加

睡眠で休養が
とれている者の割合

78.3％
※20歳〜59歳：70.4％

60歳以上：86.8％

80％
※20歳〜59歳：75％

60歳以上：90％

睡眠時間が⼗分に確保
できている者の増加

睡眠時間が6〜9時間
（60歳以上については6〜
8時間）の者の割合

54.5％
※20歳〜59歳：53.2％

60歳以上：55.8％

60％
※20歳〜59歳：60％

60歳以上：60％

Ø睡眠時間に関する⽬標値が新設（年代別）
Ø睡眠で休養が取れている者の割合に年代設定が新設

質

量

R4〜6年度 厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦次期健康づくり運動プラン作成と推進に向けた研究（東北⼤学・辻⼀郎）

参考：健康⽇本21（第2次）

「健康づくりのための睡眠指針」の歴史的経緯
2000年〜 21世紀における国⺠健康づくり運動【健康⽇本21（第1次）】

• 適切な休養の確保がこころの健康増進の⼀要素

• 休養⾏動の中でも特に睡眠がこころの健康を維持・増進する上で重要

具体的⽬標

• 睡眠の確保を⽬的としてアルコール等の補助品（⾷品・薬品等）を使⽤せざるを得ない⼈

• 睡眠による休養を⼗分にとれていない⼈の減少

2002年（8⽉2⽇） 健康増進法の策定・公布

2003年5⽉1⽇〜 健康増進法の施⾏

• 国⺠健康・栄養調査（旧国⺠栄養調査）を原則毎年実施

• 休養の具体的⽬標に関わる数値統計を追跡する⽅針

• 「健康づくりのための睡眠指針−快適な睡眠のための7箇条」を策定

2013年〜 健康⽇本21（第2次）

• 【改訂】休養は⼼・⾝の健康の維持・増進に重要

具体的⽬標

• 睡眠による休養を⼗分にとれていない⼈の減少

• 週労働時間60時間以上の雇⽤者の減少（体や⼼を養う余暇時間確保のために⻑時間労働の減少）

2014年 【改訂】「健康づくりのための睡眠指針2014−睡眠12箇条」



https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042749.html

【健康⽇本21（第三次）】
健康づくりのための睡眠ガイド2023
「推奨事項＆参考情報」（旧・睡眠12箇条をUpdate）

不眠症等の睡眠障害の予防・早期発⾒を含めた包括的な国⺠の睡眠健康増進指針

•推奨事項（RECOMMENDATION）
0.   睡眠に関する基本事項
1. 成⼈版
2. こども版
3. ⾼齢者版



睡眠時間の確保状況（国⺠健康・栄養調査）
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適切な睡眠時間が確保できている者の割合
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睡眠不⾜
男性：20〜59歳
⼥性：40〜59歳

適切な睡眠時間
20〜59歳：6〜9時間
60歳以上：6〜8時間



睡眠休養感の確保状況（国⺠健康・栄養調査）
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睡眠で休養が⼗分に得られていない者の割合

睡眠休養感不⾜
20〜59歳
男⼥差はほぼ無し

睡眠休養感が不⼗分な者が
徐々に増加している

睡眠健康増進のための国際的指針

成⼈は6-10時間、⾼齢者は5-9時間の睡眠が推奨
これ以上でも以下でも健康を害する恐れあり

National Sleep Foundation in USA, 2015.



短時間睡眠による健康への害

•全死亡率
• 2型糖尿病
•⾼⾎圧
•⼼⾎管障害
•冠動脈疾患
•肥満

Itani O, et al. Sleep Med 32: 246-256, 2017.

⻑時間睡眠による健康への害

•全死亡率
• 2型糖尿病
•⼼⾎管障害
•脳卒中
•冠動脈疾患
•肥満

Jike M, et al. Sleep Med Rev 39: 25-36, 2018.



厚⽣労働科学研究費補助⾦
循環器疾患・糖尿病等⽣活習慣病対策総合研究事業

H31年〜R2年（2019年・2020年）
「健康づくりのための睡眠指針2014」のブラッシュアップ・アップデートを⽬指した「睡眠の質」の
評価及び向上⼿法確⽴のための研究（19FA0901）
研究代表者：栗⼭健⼀
成果：①睡眠の質指標として「睡眠休養感」の有⽤性検証

②睡眠時間の確保と睡眠休養感の向上が寿命延伸に寄与する可能性を検証

R3年〜R5年（2021年・2022年・2023年）
適切な睡眠・休養促進に寄与する「新・健康づくりのための睡眠指針」と連動した⾏動・習慣改善
ツール開発及び環境整備（21FA0201）
研究代表者：栗⼭健⼀
成果：①健康づくりのための睡眠ガイド2023策定（2023年2⽉16⽇公開）

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf

②睡眠休養感を低下させる⽣活習慣等を特定し、⾼⾎圧・糖尿病等の⽣活習慣病リスクを検証
③睡眠チェックシートの作成
④睡眠チェックシートのデジタル化

睡眠時間／床上時間と起床時の休養感を⽤いた
総死亡リスク評価

成⼈世代
睡眠時間が短くかつ休養感がない
総死亡リスクが1.6倍に増加
（⻑時間睡眠は総死亡リスク低減）

⾼齢世代
床上時間が⻑くかつ休養感がない
総死亡リスクが1.5倍に増加

Yoshiike T, et al. Sci Rep 12(1): 189, 2022.
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睡眠時間（床上時間）の分布
成⼈（40〜64歳）
3128名

⾼齢者（65歳以上）
2676名

EEG-measured Total Sleep Time (min)

EEG-measured Total Sleep Time (min)
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t
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t

Yoshiike T, et al. Sci Rep 12(1): 189, 2022.

EEG-measured Time in Bed (min)

睡眠時間の主観−客観乖離
（睡眠状態誤認）⾃体が健康リスクと関連

Yoshiike T, et al. Sci Rep 12(1): 189, 2022.

⾼齢者ほど睡眠時間を
⻑く⾒積もる傾向が⼤

Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study（MrOS）
：2,674名の地域⾼齢住⺠（男性）を対象とした縦断調査（NSRR）

*

* 睡眠時間の主観客観⽐が⾼い（過⼤評価）と
総死亡リスクが1.28倍（95% CI, 1.12-1.46）

Utsumi T, et al. Sci Rep 12(1): 18650, 2022.



平⽇の睡眠不⾜＆Social Jetlagによる健康被害

平⽇6時間以上睡眠をとっている場合のみCUSが機能する
休⽇2時間以上のCUSは睡眠負債を返済しきれない

Yoshiike T, et al. Sleep Biol Rhythms 21(4): 409-418, 2023.

normal TSTshort

long CUS

年代ごとの睡眠時間⽬標

明確な睡眠時間確保⽬標の設定
Shen X, Wu Y, Zhang D. Sci Rep 6: 21480, 2016.

⾼齢者

若年・成⼈

• 若年〜成⼈は睡眠時間の確保

平⽇少なくとも6時間以上
休⽇に寝だめをしなくて済む睡眠習慣

• ⾼齢者は⻑寝の防⽌

床上時間過剰の是正（8時間未満）
⽇中の活動量の確保
⻑時間昼寝の防⽌

睡眠時間が総死亡リスクに及ぼす影響:メタ解析



【健康⽇本21（第三次）】
健康づくりのための睡眠ガイド2023
「推奨事項＆参考情報」（旧・睡眠12箇条をUpdate）

不眠症等の睡眠障害の予防・早期発⾒を含めた包括的な国⺠の睡眠健康増進指針

• 参考情報（INFORMATION）
1. 良質な睡眠のための環境づくりについて
2. 運動、⾷事等の⽣活習慣と睡眠について
3. 睡眠と嗜好品について
4. 睡眠障害について
5. 妊娠・⼦育て・更年期と良質な睡眠について
6. 就業形態（交替制勤務）と睡眠の課題について

睡眠休養感の改善・向上



第2原則【快適な寝室環境】

1. 就寝中の光刺激は睡眠を分断し、浅眠化させる

⼣刻以降の光は睡眠・覚醒相を後退させる

※朝・⽇中に⼗分な⽇光を浴びることは体内時計の調節に有⽤

2. 夏季の暑さ、冬季の寒さは⼊眠を妨げ、中途覚醒を増加させる

【参考事項】

ただし、冬の寒さは寝具（掛け布団）で対処可能
夏の⾼湿度は体感温度上昇の要因となる

3. 騒⾳は中途覚醒を増加させる
室外騒⾳への対処（40db以下）は⾃治体の対策も必要

Obayashi K, et al. J Clin Endocrinol Metab 97: 4166-4173, 2012.
Hébert M, et al. J Pineal Res 33: 198203, 2002.
Xu YX, et al. Sci Total Environ 857: 159303, 2023.

Okamoto-Mizuno K, Tsuzuki K. Int J Biometeorol 54: 401-409,2010.
Saeki K, et al. Physiol Behav 149: 29-34, 2015.

Basner M, McGuire S. Int J Environ Res Public Health 15, 2018.
Yamagami Y, et al. Sleep 46: zsac197, 2023.



第3原則【⾝体活動・⾷習慣・リラックス】
1. 運動習慣は、どのような運動であっても⼊眠を促進し、中途覚醒を減らす

仕事や家事で体を動かす時間も運動（⾝体活動）に含まれる

 1⽇60分以上の運動（⾝体活動）が⽬標

【参考事項】 就寝直前の運動は⼊眠を妨げる可能性がある（個⼈差）

2. ⾷事のタイミングは体内時計の同調に影響する

朝⾷の摂取、就寝直前の⼣⾷・夜⾷は特に影響が⼤きい

【参考事項】 こども・若年成⼈は特に睡眠・覚醒相の後退に強く影響する

夜間の摂⾷は、浅眠化・中途覚醒の増加にも影響

3. ⽇中〜⼣刻までの間にストレスを解消し、特に⼣刻以降は脳の興奮を鎮めることがスムー
ズな⼊眠への移⾏に有効（夜の⼊浴は体温調節＋リラックス）

【参考事項】 ⽇中のストレスを夜に持ち越すことが「就寝先延ばし⾏動」の要因となり得る

「就寝先延ばし⾏動」はこども・成⼈の睡眠不⾜の要因となる

Otsuka Y, Kaneita Y, et al. Sleep Med 101: 99-105, 2023. 
Kline CE,et al. Sleep Med Rev 58: 101489, 2021.
Frimpong E, et al. Sleep Med Rev 60: 101535, 2021.

Otsuka Y, Kaneita Y, et al. Sleep Med 101: 99-105, 2023. 
Ogata H, et al. Nutrients 12: 2797, 2020.
Shimura A, et al. Sleep Health 6: 288-298, 2020.

Van Someren EJW. Physiol Rev 101: 995-1046, 2021.
Haghayegh S, et al. Sleep Med Rev 46: 124-135, 2019.
Spaeth M, et al. Dev Psychol 51: 1380-1394, 2015.

第4原則【カフェイン・喫煙・飲酒】
1. カフェインの覚醒作⽤は、⼊眠を妨げ、中途覚醒を増加させる

⼣⽅以降の摂取は特に睡眠を妨げやすい（半減期３〜７時間）が、摂取総量（400
㎎/⽇）が増えると、午前中の摂取でも夜間睡眠に影響しうる

2. ニコチンの覚醒作⽤もカフェインと同様（半減期2時間程度）

半減期が短く、眠前の摂取がより影響しやすいが、習慣的喫煙により、ニコチンの
離脱が⽣じ、⼊眠困難・中途覚醒の原因となる

3. アルコールの鎮静作⽤は⼊眠促進に役⽴つが、睡眠相後半以降は、分解されて⽣じ
たアセトアルデヒド（分解能に個⼈差⼤）の覚醒作⽤により、中途覚醒・再⼊眠困
難の原因となる

特に、⼊眠促進を⽬的とした寝酒習慣は、睡眠・健康問題を悪化しうる

Gardiner C, et al. Sleep Med Rev 69: 101764, 2023.
Landolt H-P,et al. Brain Res 675: 67-74. 1995.

Otsuka Y, et al. Clocks Sleep 4(4): 595-606, 2022.
daSilva E, et al. Sleep Epidemiol 100028, 2022.
Jaehne A, et al. Sleep Med Rev 13: 363-377, 2009.

Otsuka Y, et al. Clocks Sleep 4(4): 595-606, 2022.
EbrahimI O, et al. Alcohol Clin Exp Res 37: 539-549, 2013.
Edenberg HJ. Alcohol Res Health 30: 5-13, 2007.
Soldatos CR, et al. Sleep Med 6: 5-13, 2005.



【第5原則】睡眠障害の早期発⾒

•不眠症（有病率10％程度・有症率40％程度）
睡眠時間の短縮
精神健康の悪化

•閉塞性睡眠時無呼吸（有病率10％程度：⽶国の1/3〜1/4）
気づかないうちに睡眠時間短縮・質の悪化

⻑期経過の中で重⼤な健康リスクを⽣じる

Buysse DJ. JAMA. 309(7): 706-716, 2013.
Guilleminault C. Psychiatr Clin North Am. 1987 Dec;10(4):607-621, 1987.

⾃治体による睡眠健康づくり事業の⽬標と実際

1. 睡眠健康の⽬標と指標の理解

2. ロジックモデルとアクションプラン

3. ⽴案のための参考事例と運⽤



・睡眠時間が適
切に確保できて
いる者の割合の

増加

・睡眠で休養が
充分とれている
者の割合の増加

ロジックモデル＜睡眠時間が適切に確保できている者の割合の増加＞
＜睡眠で休養が⼗分とれている者の割合の増加＞

国・都道府県・市町村
１）健康・福祉部⾨
①普及啓発（GSガイドの活⽤） 、②ウェアラブルデバイス等を⽤いた睡眠モニタリン
グの推奨、③運動（個⼈・集団）を促進する環境・機会の提供
２)教育部⾨
①普及啓発（GSガイドの活⽤）
３）都市計画・交通部⾨、等
①通勤⼿段の整備、アクセスの改善（利便性・渋滞緩和等）、②夜間騒⾳・照明に配慮
した街づくりの推進、③温暖化対策、夜間のエアコン使⽤の促進

１）知識・態度
• 健康づくりのための睡眠ガイド2023（GSガイド）認知
率の向上

• 睡眠健康に関⼼を持つ⼈の増加

• 健康づくりのための睡眠知識を指導できる⼈の増加

２）⾏動
• 睡眠習慣を記録する⼈の増加

• ウェアラブルデバイス等で睡眠を（客観的に）評価
する⼈の増加

• 睡眠チェックシートを利⽤する⼈の増加

• 睡眠改善アプリ（仮）を利⽤する⼈の増加

• 睡眠健康啓発活動に参加する⼈の増加

• 保健師の実施する睡眠相談に参加する⼈の増加

• アドバイスシートを⽤いて睡眠指導を⾏う保健師等
の数の増加

• 睡眠の不調に気づき専⾨医療機関を受診する⼈の増
加

• 残業時間を減らす⼈の増加

学校・教育現場
①普及啓発（GSガイドこども版の活⽤、親への啓発）、②保健・体育授業における睡
眠指導の充実、③睡眠時間を確保するための課外活動・通塾の指導、④ ウェアラブル
デバイス等を⽤いた睡眠モニタリングの推奨

１）SLP参画⾃治体・企業・団体数の増加

２）地域に関する指標
• 睡眠健康イベント開催数

３）職域に関する指標
・平均残業時間

・勤務間インターバル制度の導⼊数

４）学校に関する指標
• 睡眠健康に関する授業時間（機会）数

５）その他の指標
• デジタル技術を⽤いた睡眠計測・評価の活⽤数

（ウェアラブルデバイス、スマホアプリ等）

職域
①普及啓発（GSガイド成⼈版の活⽤等）、②ワークライフバランスの推進による睡
眠・余暇時間の確保、③交替制勤務者の労働環境・条件整備、 ④ウェアラブルデバイ
ス等を⽤いた睡眠モニタリングの推奨

関係団体・その他
１）医療・医師会・⻭科医師会・薬剤師会・看護師会・理学療法⼠会等
①普及啓発（GSガイドの活⽤）②診療における睡眠指導の充実、③睡眠障害専⾨医・
⻭科医・検査技師・⼼理⼠制度の充実（⽇本睡眠学会）、④プライマリ・ケア医の睡眠
障害診療技術の向上、⑤睡眠障害専⾨医療機関の増加・充実
２）産業医・産業保健専⾨職
①普及啓発（GSガイド成⼈版の活⽤）、②産業衛⽣活動における睡眠指導の充実、 ③
産業保健専⾨職における睡眠・睡眠障害に関する知識・技能の向上

保険者
①特定健診・後期⾼齢者医療健診・保健指導における睡眠指導の充実、②ウェアラブル
デバイス等を⽤いた睡眠モニタリングの推奨、③睡眠健診の導⼊

個別施策
（実施主体別 施策の例）

中間アウトカム
（対象とする⼈の変化）

分野別
アウトカム

アウトプット指標
（施策の実施状況の指標， 実現や達成

をめざす⽬標）

・睡眠時間・床上
時間の適正化

・睡眠休養感の
向上

緑は共通

介⼊のはしご

実践可能性⾼！



睡眠健康増進のための中核的アクションプラン案

レベル７
睡眠ガイド2023（GSガイド）を⽤いた啓発（個⼈・⾃治体・企業・国）

レベル６ 職域における睡眠時間確保の取り組み（国・企業）
• 勤務間インターバル制度（2019年4⽉〜：事業主の努⼒義務）
• 時間外労働の上限規制（⽉45時間・年360時間：2019年4⽉〜）

レベル５（睡眠時間評価を主観から客観へ）
客観的睡眠計測機器の普及（個⼈・⾃治体・企業・都道府県）

レベル４
客観的睡眠計測機器利⽤⽀援（企業・⾃治体・都道府県）

インセンティブによる選択の誘導

デフォルトの設定変更による選択の誘導

環境を整えることによる選択の誘導

情報の提供（教育・啓発）

レベル６
職域における睡眠時間確保の取り組み （国・企業）

•勤務間インターバル制度（2019年4⽉〜：事業主の努⼒義務）
•時間外労働の上限規制（⽉45時間・年360時間：2019年4⽉〜）

上記制度運⽤のさらなる徹底（国レベル）
レベル７の充実（個⼈・⾃治体・都道府県）
・職場や学校における睡眠教育の拡充
・睡眠奨励週間の導⼊



レベル５
客観的睡眠計測機器の普及 （個⼈・⾃治体・都道府県）

睡眠時間の主観的評価は不正確（多くは過剰評価）

☛客観的評価をスタンダードに据えることで…
• 労働世代では睡眠不⾜の⾃覚を促す
• ⾼齢世代では床上時間過剰の抑制につながる

• 地⽅⾃治体・都道府県レベルで、客観的睡眠計測機
器（スマートウォッチ等）の利⽤推奨
• 睡眠チェックシートの利⽤推奨
スマートウォッチ等で睡眠データ（客観データ）を収集し、
睡眠管理・睡眠衛⽣指導をアプリ上で⾏うデジタルプラットフォームを開発中

レベル４
客観的睡眠計測機器利⽤⽀援事業 （企業・⾃治体・都道府県）

• 地⽅⾃治体レベルで、客観的睡眠計測機器（スマート
ウォッチ等）の購⼊⽀援（補助⾦）

• 客観的睡眠計測機器（スマートウォッチ等）を⽤いた睡眠
健診、睡眠健康管理事業⽀援（補助⾦）

• ホワイト・ブライト500（経済産業省）との連携

上記機器を⽤いた医療受診⽀援（企業・地⽅⾃治体）
• 相談に対応できる保健所（保健師）の拡充
• 客観計測機器の運⽤に対応できる診療所・病院の拡充
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睡眠健康インフラの整備

Ø正しい睡眠健康知識の普及・啓発
（健康づくりのための睡眠ガイド2023の活⽤）

Øウェアラブルデバイスを睡眠健康管理に⽤いる⽂化の醸成

Ø睡眠相談に応じることができる⾃治体・職域保健師の増加



• 睡眠不⾜・過剰臥床の検出
• 睡眠障害の評価
• 睡眠障害早期発⾒への展開

①令和6〜7年度 睡眠時間・睡眠休養感の確保に影響する就寝環境・⽣活習慣の
客観的評価⼿法および適切な睡眠取得のための介⼊・環境整備法の開発

②令和6〜8年度 ウェアラブルデバイスにより得られたライフログデータの活⽤
による産業保健活動の推進に関する研究

ウェアラブルデバイスのデータを取
り込み、修正すべき⽣活・睡眠習慣
をフィードバックするAPI 
(Application Programming 
Interface)の開発

⾃治体による睡眠健康づくり事業の⽬標と実際

1. 睡眠健康の⽬標と指標の理解

2. ロジックモデルとアクションプラン

3. ⽴案のための参考事例と運⽤



NTTグループ

•専⽤の活動量計を⽤い
た睡眠客観計測
•睡眠健康に関する啓発
セミナー
•睡眠健康相談

OKI Electric

•スマホアプリで睡眠記録
（睡眠⽇誌へ記⼊）
•睡眠スケジュールの提案
•睡眠習慣改善のアドバイス



ニューロスペース社

• ウェアラブル
デバイスを⽤
いた睡眠計測
データに基づ
く睡眠習慣改
善プログラム
を提供

健康経営にスリープテックを活⽤

ロート製薬（2019年6⽉）：https://www.rohto.co.jp/news/release/2019/0610_01/



茨城県笠間市

• 2023年11⽉〜
• ウェアラブルデバイスの貸し
出し

条件
• 端末を1ヶ⽉のうち21⽇間
以上かつ1⽇20時間以上装着

• スマホアプリの使⽤
• アンケートへの回答

⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市

• 2024年9⽉〜
• スマートウォッチの貸し出し

• 運動習慣の獲得
• 薬局と連携し薬剤師・保健師

の指導・保健相談

条件
• ⾯談・測定（体重や⾎圧等）
• 6か⽉間の継続使⽤



⽯川県能美市

• 2024年2⽉〜
•スマートウォッチの
貸し出し
•⾼齢者のフレイル
予防・⾒守り

睡眠健康増進における⼀次・⼆次予防

個
⼈
（
⾃
⼰
管
理
）

⼀般+付加健診
特定健康診査

地域医療
（クリニック）

専⾨医療

体重計
⾎圧計

⾃治体・企業
・健康相談

・特定保健指導

睡眠計（スマートウオッチ等のウェアラブルデバイス）

睡眠脳波計
アプノモニタ等



睡眠健康実現のための情報インフラ整備
〜Healthy Sleep Highway

•データを活⽤した継続的な性能向上
•既存の疫学調査から次世代データ活⽤へ

⼤規模データ格納
＆AI解析システム

医療DX考想

もう少し
寝よう！

適切な睡眠・休養促進に寄与する「新・健康づくりのための睡眠指
針」と連動した⾏動・習慣改善ツール開発及び環境整備（21FA0201）
分担研究者（2024.03.31.）

役割 ⽒名 所属
1代表 栗⼭ 健⼀ 国⽴精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部 部⻑
2分担 兼板 佳孝 ⽇本⼤学医学部社会医学系公衆衛⽣学分野 教授
3分担 尾崎 章⼦ 東北⼤学⼤学院医学系研究科保健学専攻⽼年・在宅看護学分野 教授
4分担 ⽥中 克俊 北⾥⼤学⼤学院医療系研究科産業精神保健学 教授
5分担 佐伯圭吾 奈良県⽴医科⼤学 疫学・予防医学講座 教授
6分担 三島 和夫 秋⽥⼤学⼤学院医学系研究科精神科学講座 教授
7分担 鈴⽊ 正泰 ⽇本⼤学医学部精神医学系精神医学分野 教授
8分担 ⾓⾕ 寛 滋賀医科⼤学精神医学講座 特任教授
9分担 有⽵ 清夏 埼⽟県⽴⼤学保健医療福祉学部健康開発学科検査技術科学専攻 教授

10分担 渡辺 範雄 京都⼤学⼤学院医学研究科精神医学分野 客員研究員
11分担 駒⽥ 陽⼦ 東京⼯業⼤学 リベラルアーツ研究教育院 教授
12分担 志村 哲祥 東京医科⼤学⼤学院医学研究科精神医学分野 兼任准教授
13分担 井⾕ 修 国際医療福祉⼤学医学部 公衆衛⽣学 教授
14分担 ⽵島正浩 秋⽥⼤学⼤学院医学系研究科精神科学講座 准教授
15分担 吉池卓也 国⽴精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部 室⻑
16分担 橋本 英樹 株式会社プロアシスト R&D企画部 課⻑

厚⽣労働省科学研究成果データベース（https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/162447）より

謝辞



Fin 〜誰⼀⼈取り残されない世界最先端の睡眠健康社会を⽬指して

厚⽣労働科学研究費研究課題（19FA0901）
「健康づくりのための睡眠指針2014」のブラッシュアップ・アップデートを
⽬指した「睡眠の質」の評価及び向上⼿法確⽴のための研究
厚⽣労働科学研究費研究課題（21FA0201）
現代の社会⽣活に応じた適切な睡眠・休養取得のための⾏動変容促進ツール
の作成及び環境整備のための研究
厚⽣労働省労災疾病臨床研究事業（240701-01）
ウェアラブルデバイスにより得られたライフログデータの活⽤による産業保
健活動の推進に関する研究
厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（22FA2001）
次期健康づくり運動プラン作成と推進に向けた研究）


